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   第１章 総則 

                            

（定義） 

第１条 この条例で使用する用語の意義は、個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律 

 第 57号。以下「法」という。）及び個人情報の保護に関する法律施行令（平成 15年政令 

 第 507号。以下「令」という。）で使用する用語の例によるほか、次項に定めるところに 

 よる。 

２ この条例において「実施機関」とは、広域連合長、選挙管理委員会及び監査委員をいう。 

 

   第２章 実施機関の義務等 

 

（不開示情報に係る条例で定める情報） 

第２条 法第 78条第２項の規定により読み替えて適用する同条第１項の開示することとさ

れている情報として条例で定めるものは、同項第３号（同号に規定する法人等（以下「法

人等」という。）（京都府情報公開条例（平成 13年京都府条例第１号）第１条第１項に規

定する公社及び同条例第 6 条第３号に規定する規則で定める法人その他の団体（以下こ

の条において「公社等」という。）に限る。）に関する情報に係る部分に限る。）に掲げる

情報（法第 78条第１項各号（第３号にあっては、公社等以外の法人等に関する情報又は

開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報に係る部分に限る。）に該当す

るものを除く。）とする。 

２ 法第 78 条第２項の規定により読み替えて適用する同条第１項の不開示とする必要

があるものとして条例で定めるものは、次に掲げる情報とする。 

 (1) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報

のうち、前項の公社の要請を受けて、開示としないとの条件で任意に提供されたもので



あって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他

の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると

認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示するこ

とが必要であると認められる情報を除く。 

 (2) 公社等の内部若しくは相互間又は公社等と国の機関、独立行政法人等、地方公共団体

及び地方独立行政法人との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示

することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるお

それ、不当に府民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若

しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの。 

 (3) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業

に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事

業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

  ア 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、公社等の財産上の利益又は当事者としての

地位を不当に害するおそれ 

  イ 公社等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

 (4) 公社等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げる

おそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるもの 

  ア 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体、地方

独立行政法人又は公社等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するお

それ 

  イ 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人若しくは公

社等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

 

（開示請求書等の記載事項） 

第３条 開示請求書には、法第 77条第１項各号及び令第 23条各号に掲げる事項のほか、 

 実施機関が定める事項を記載するものとする。 

２ 前項の規定は、訂正請求書の法第 91条第１項各号に掲げる事項以外の記載事項及び利 

 用停止請求書の法第 99条第１項各号に掲げる事項以外の記載事項について準用する。 

 

（理由の提示） 

第４条 実施機関は、法第 82条各項の規定による通知に係る書面に、行政手続法（平成５ 

 年法律第 88号）第８条第１項の規定による開示決定等の理由を示す場合において、その 

 理由が消滅する期日をあらかじめ明示することができるときは、当該書面にその期日を 

 付記しなければならない。 

 



（是正の申出） 

第５条 何人も、実施機関が自己の個人情報を不適正に取り扱っていると認めるときは、実 

 施機関に対して、当該個人情報の取扱いの是正の申出（以下「是正の申出」という。）を

することができる。 

２ 是正の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を実施機関に提出してしなければな

らない。 

(1) 是正の申出をしようとする者の氏名及び住所 

(2) 是正を求める個人情報の取扱い及び是正の内容 

(3) 前２号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項 

３ 前項の場合において、是正の申出をする者は、法第 77条第２項の規定の例により、是 

 正の申出に係る個人情報の本人であること（代理人による是正の申出にあっては、是正の 

 申出に係る個人情報の本人の代理人であること）を示す書類を提示し、又は提出しなけれ 

 ばならない。 

４ 実施機関は、是正の申出があったときは、遅滞なく、必要な調査を行った上で、当該是

正の申出に対する処理を行い、その内容を書面により当該是正の申出をした者に通知し

なければならない。 

５ 実施機関は、前項の規定による通知を行った是正の申出について、定期的に、当該是正

の申出及び実施機関が行った処理の内容を京都地方税機構情報公開・個人情報保護審査

会（以下「審査会」という。）に報告するものとする。この場合において、審査会は、是

正の申出の処理について意見を述べることができる。 

 

   第３章 実施機関における措置 

 

（開示請求等に係る費用負担） 

第６条 実施機関に対する開示請求又は開示の実施に係る費用（法第 89条第２項に規定す

る手数料を含む。）は、次項及び令第 28条第４項に定めるもののほか、徴収しない。 

２ 実施機関の開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者が、保有個人情報が記録

されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受けるときは、その写しの作成に要

する費用を負担しなければならない。この場合において、当該作成に要する費用は、規則

で定める方法により納付しなければならない。 

 

（京都地方税機構情報公開・個人情報保護審査会への諮問） 

第７条 広域連合長は、実施機関が法第３章第３節の施策を講じる場合その他の場合にお

いて、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが

特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。 

 



   第４章 雑則 

 

 (運用状況の公表) 

第８条 広域連合長は、毎年度、法及びこの条例の運用状況の状況を取りまとめ、公表する

ものとする。 

 

 (委任) 

第９条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機

関が定める。 

 

  附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 


